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問
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ア
ア
1

9
郵
務
総
出
血
白
海
運
開
査
報
骨

JV望z
t喜J
二郵

i Z 
誌 の
蚕 海

2主連
ー礎
i費

;jSト
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』

B
E
B
b
-
司

R
-
4
・
cm河
毎
日
回
目
。
百
三
。
士
宮

句
。
民
自
主
君
。
E
R
己
宮
内
『
早
R
E
E
F
H
E
口
昌
出

.‘ 

佐
一
波

貫
一
平

オ三
報
背
番1)
は-
T 
メ

リ
カ

海
護軍
政
策
史
上
極
め
て

重
要
注

費
料

で
あ
る
の
久
振
り
に
政
植
を
単
握
し
た
民
主
蕪
は
大
統
領
に
ル

ー
ズ
ヴ
Z

ル
ト
を
沿
っ
正
、
第
↓
吠
世
界
大
戦
後
白
停
滞
腐
敗

し
た
T
メ
リ
カ
海
運
界
並
び
に
海
運
行
政
園
憶
に
劃
期
的
特
換

を
矯
す
ベ
〈
徐
儀
な
〈
せ
ら
れ
た
が
、
彼
を
し
て
か
う
し
た
道

を
と
ら
し
め
串
に
は
、
何
か
そ
E
K
揚
る
べ
き
確
乎
た
る
も
白

が
た
く
て
は
た
ち
た
か
っ
た
。
部
ち
、
ア
メ
リ
カ
海
運
回
仲
の
首

面
せ
る
重
大
問
題
は
何
廃
に
秘
み
居
る
や
ー

、
J

K
は
如
何
た
る
基
本
方
策
を
執
る
べ
き
十
、
に
つ
い
て
白
判
定

と
れ
に
劃
底
す
る

_c;" 

岨

伊

豆

十

九

巻

五

二

に
、
何
よ
り
も
磁
友
客
観
的
基
礎
資
料
を
必
要
と

L
た。

第
五
醜

-
九
二
八
年
の
商
般
法
の
規
定
L
た
郵
使
、
乱

契
約
制
度
は
ア
メ
リ
カ
の
海
事
関
係
官
民
を
慕
っ
て
醜
間
的
事
山

件
に
追
込
み
、
合
衆
国
商
船
隊
を
し
て
救
ひ
難
‘
い
腐
敗
化
溺
健
叶

オ
化
に
辿
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
と
に
も
亦
、
自
ら
限
度
町

一
が
あ
り
、
如
何
に
海
還
に
閥
心
の
う
す
い
ア
メ
リ
カ
市
民
正
し
心

-

h

，
 

一
て
も
、
何
時
ま
で
も
己

O
や
う
な
欣
態
を
放
任
す
る
わ
け
に
は
耐

一
行
か
た
か
っ
た
。
世
界
紘
一
悦
後
の
不
況
に
身
を
も
だ
え
て
特
権
問

一

nr

一
の
涯
用
に
走
っ
た
ア
メ
リ
カ
定
期
般
主
の
百
に
徐
る
専
横
た
仕
一
h

十
打
は
、
首
時

7
1
恥
;
品
工
1ク

披

露

難

が

誌

ば

干
示
し
た
器
工
作
る
ト
人
道
的
問
題

ι共
に
、
ア
メ
リ
カ
海
運
開
引
に
ゆ

抜
本
的
庵
置
D
要
あ
り
と
の
意
見
を
一
般
的
輿
論
た
ら
し
め
る
'
刷

に
至
っ
た
の
で
あ
る
ポ
併
し
司
久
し
き
に
亙
る
因
習
と
弊
害
は
臼

h

M

 

一
吉
弘
ペ
〈
し
之
容
易
に
己
れ
を
抜
〈
と
と
能
は
宇
、
そ
と
で
、
出

・
従
来
海
運
保
護
政
策
を
停
統
的
政
策
と
し
た
共
和
黛
政
府
に
代
唱

っ
て
与
や
民
主
黛
の
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
大
統
領
に
就
任
す
る
印

と
w

世
上
且
般
は
今
と
を
7
メ
リ
噴
海
運
政
策
特
畿
の
好
機
舎
，

T

到
来
せ
り
と
、
早
否
慈
雨
を
望
む
が
如
号
、
大
に
整
期
待

t

周
知
の
や
う
に
、

<f 



、ヘ

す
呂

E
E
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
か
る
と
と
ら
へ
、

7
ラ

バ
マ
州
選
出
の
、
上
院
議
員
プ
ラ

Y
ク

(E唱
E
R
Z
b
z委
員
長

す
る
一
特
別
委
員
舎
は
、
山
積
す
る
幾
多
の
諸
機
費
料
を
耗
け

て
、
過
去
共
和
義
政
楼
時
代
話
機
運
楠
助
金
政
策
を
大
に
非
難

し
、
「
こ
れ
ら
の
郵
便
舶
契
約
は
公
共
の
犠
牲
比
於
い
て
た
翠

民
間
運
航
業
者
の
懐
を
肥
し
て
ゐ
る
、

E棋
の
政
府
梢
助
金
は

ア
メ

F
カ
商
船
除
。
増
強
比
全
然
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
い
」
旨
の

決
定
的
報
告
を
友
L
Y
従
来
7
メ

H
カ
海
運
政
策
の
基
調
で
あ

っ
た
郵
便
契
約
制
度
が
金
〈
の
失
敗
で
あ
る
と
と
極
め
て
明
白

で
あ
る
と
格
印
を
捺
し
、
も
っ
て
、
途
民
議
舎
を
し
て
ん
1
ズ

ず
ェ
ル
ト
大
統
領
民
劃
し
大
統
領
の
自
由
裁
量
に
於
い
て
郵
便

契
約
の
取
消
又
は
改
正
干
潟
ず
の
樺
能
を
賦
興
せ
し
め
た

m
で

J

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ル
ー
ズ
ヴ
a

ル
F
陀
就
任
勿
を
一
刻
の

猶
教
も
許
さ
や
梅
建
政
策
の
決
定
的
切
替
を
錫
す
ベ
〈
泊
っ
た

の
で
あ
る
。

‘除

併
し
、
正
直
た
と
と
ろ
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
事
ト
巨
は
海
運
政
策

に
つ
い
て
の
堅
苦
守
口
か
常
識
さ
へ
柑
ち
た
し
て
持
合
せ
が
た

か
っ
た
。

z
t
E
・
で
、
政
治
家
D
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
彼
は
、

7
Y
1
9
郵
趣
楓
監
白
海
艶
聞
査
報
告

議
脅
か
ら
賦
奥
さ
れ
た
自
由
裁
貴
椿
叫
隔
を
行
使
す
る
代
り
忙
、

海
運
政
策
委
員
舎

(
p
g
E
z
g
a
h
E
M
E
E関
E
F
Z
在
る
聯
省

代
表
委
員
舎
を
任
命
し
、
と
れ
を

L
で
然
呂
ベ
〈
梅
還
政
策
の

海ヵリメア

基
調
を
討
議
建
策
せ
し
め
る
と
共
に
、
一
方
、
特
に
従
来

P
悔

熱

日

蓮
補
助
金
制
度
の
快
堅
調
く
べ
一
〈
所
管
長
官
た
る
郵
務
綿
監
畑

を
し
て
郵
便
契
約
制
度
の
徹
底
的
調
衣
噌
震
さ
し
め
る
と
止
に
凪

し
た
。
一
九
一
一
一
四
年
花
月
乃
至
七
月
の
と
と
で
あ
る
。

n
p

•• 

0
0
 

筆
者
が
今
己

E
K
紹
介
す
る
文
献
は
削
ち
と
白
う
ち
の
後
者
明

に
属
し
、
郵
務
憾
政
所
管
D
郵
便
契
約
制
度
の
K
ソ
皇
国
際
航
窓
同

。

閥
係
九
件
を
除
く
園
際
航
海
郵
便
契
約
四
一
三
件
に
闘
す
る
報
告
、

ρn
 

で
あ
る
。
剖
ち
、
一
九
=
一
四
年
ム
ハ
月
一
八
日
命
令
を
受
げ
て
以
，

m
I

a

J

M

 

来
郵
務
棉
監
は
同
年
二
UJ月
四
日
よ
り
翌
年
-
月
三
日
ま
で
け

自
ら
司
宰
ず
る
聴
取
舎
を
屡
次
開
催
し
て
大
に
研
究
在
進
め
、
的
r

m
 

議
事
記
録
だ
け
で
三
四
、

0
0
0頁
を
示
す
ほ
ど
に
至
っ
た
O

A

配

で
、
別
に
、
そ
白
最
重
要
と
考
量
じ
た
諸
賠
を
要
約
し
て
大
統
日
品
目
、

R

P

ふ

領
の
参
考
に
使
左
ら
し
む
べ
〈
小
冊
干
の
形
に
ま
と
め
て
提
出
同
醐

h
謹

し
た
D
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宛
然
伏
魔
殿
的
存
在
で
あ
っ
た

合
衆
国
船
舶
院
(
又
は
一
附
制
局
)
主
巡
る
郵
便
契
約
船
主
群
の
積

2) 

第
五
十
九
巷
J

第
五
蹴

五



7

ア
1

リ
郵
警
糊
陪
車
問
海
運
調
査
報
告

年
の
非
行
陀
徹
極
的
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
て
己
れ
が
醜
欣
を
曝

J
 

露
h
j

る
と
共
民
、
そ
Q
坂
崎
問
白
た
め
に
積
極
的
意
見
を
建
議
し

た
D
が
本
報
骨
書
で
あ
る
。

読
者
白
或
る
も
D
は
恐
ら
〈
本
報
告
書
か
ら
支
那
の
招
商
局
'

を
巡
る
官
民
白
枇
政
を
摘
裂
し
た
李
州
帆
白
「
招
商
局
三
大
動
」

を
聯
想
す
る
ぜ
も
あ
ら
う
が
、
か
や
う
在
車
な
る
個
人
的
調
査

研
究
と
遣
っ
て
、
本
報
告
書
は
所
管
官
撫
の
手
に
依
っ
て
成
れ

る
だ
け
規
模
著
し
〈
宏
大
で
あ
る
上
に
、
車
た
る
分
析
を
超
え

て
積
極
的
意
見
を
開
陳
し
現
に
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
海
運
政
策

鶴
系
の
樹
立
陀
決
定
的
役
割
を
果

L
て
ゐ
る
D
で
あ
目
白
。
削
ち
.

仰
本
報
骨
書
の
意
見
は
直
に
ル
ー
ズ
ヴ
Z

ル
ト
大
統
領
代
柿
師
、
揮
せ

ιれ
第
二
吹
世
界
大
戦
直
前
に
於
け
る
ア
メ
リ
カ
海
運
政
策
新

展
開
へ
の
基
礎
養
料
と
た
っ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。

因
み
に
、
フ
ア

1
リ
郵
務
縮
斑
は
ん

I
ズ
ヴ
ミ
ル
ト
白
懐
刀

と
し
て
彼
自
た
め
第
一
吠
犬
統
領
選
患
に
は
選
皐
委
員
長
を
勤

め
狐
官
制
度
の
最
も
成
汎
社
分
け
前
と

L
て
郵
務
綿
段
目
掛
位

を
興
へ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
品
川
、
大
統
領
か
ら
上
記
の
制
定
貰
命

令
を
受
け
る
+
、
彼
は
寧
る
共
和
集
の
央
政

E
L守
口
裂
す
る
意
味

9 

策
五
十
北
畠
官

第
五
場

3'L 

凹

に
於
い
て
郵
使
契
約
制
の
内
幕
を
明
み
に
出
し
た
の
で
あ
る
o

E
の
駒
大
に
注
意
の
要
が
あ
る
。
も
と
よ
り
一
九
二
八
年
の
郵

。。

郎

z

-

和

地

昭

ム
恨
の
聞

鈴
ー
照
新

は

量

判

で

を

朝

い

官

阪

つ

宜

犬

に
。
靖
、

山一抑制一一一

、
沿
海
白

ほ
輔
自
主

な
3
領
た

。
第
続
つ

本
報
背
番
は
計
二
ニ
怖
に
亙
る
o

先
づ
、
第
一
簡
は
時
機
吠
制

Z
5
1
事

営
時
施
行
中
の
郵
便
契
約
制
。
品
目
的
根
崎
慨
を
訊
ね
、
町
一
九
一

O

畑
町
宮
崎

、
論
ず
ル

年
並
び
に
一
丸
一
一
八
年
の
商
般
法
を
検
討
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
海
博
J

K

Z

園
防
と
内
外
航
路
賞
者
警
友
達
に
費
ず
る
趨
格
優
秀
整

U
J
h
m

白
需
主
た
』

備
せ
る
舶
舶
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
商
結
除
h
z
建
設
す
る
目
的
C

大
日
間
ワ
ル

=
一
ブ
行
は

下
に
、
所
定
の
保
件
を
宏
ず
般
舶
に
銑
し
郵
便
物
航
迭
の
窪
田
桐
一
昨
嚇

金
そ
の
他
警
の
補
助
金
制
度
を
樹
て
た
の
で
あ
る
が
、

E
O
t
知
町
附
…
制
抑

揚
合
、
極
め
て
章
一
君
事
項
と
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
従
来
の
商
肌
鉱
山

事
李
円
侭

弛
法
が
常
設
舶
主
・
帥
胴
船
又
は
航
路
に
郵
便
契
約
引
受
の
調
格

性
あ
り
や
否
や
を
決
定
す
る
非
常
に
庚
汎
た
樺
能
を
、
専
ら
般

3

，
使
契
約
法
の
失
敗
た
る
や
蔽
ひ
得
ざ
る
事
費
で
は
あ
る
が
、
己

れ
が
調
賓
書
と
し
て
本
報
告
書
を
見
る
我
々
と
し
て
は
、
か
う

書人民し
の t' tc 
取 r 政
扱 1 治

- ' (ムス経
ー方の緯

t亡 研 を
つ究少
い :2 し
て 二は
も 手 心

得
考 iZ屑
を 25 ら
要晋在
す涼〈
る F、ーご

と〆には

E 於在
る け ら

もで 若ぬ
あ本。
る報 問
。昔、災

( 

) 

心
5) 



舶
院
と
郵
務
総
監
と
に
一
一
凧
興
し
て
ゐ
た
子
と
で
も
る
。
(
珠
に
一

九
三
凡
年
商
醐
語
以
前
に
は
首
周
は
公
告
又
阻
競
争
入
札
に
依
る
こ
と
な

4
し
て
醐
主
と
の
車
在
る
私
的
眠
引

e
も
つ
で
郵
便
契
約
四
車
馳
を
錦
寸

干
と
が
出
端
た
。
)
我
々
は
E
E
に
首
時
白
ア
メ
リ
カ
海
護
政
策
営

局
が
解
決
す
ベ
昔
宮
西
の
問
題
の
大
半
が
腔
胎
し
て
ゐ
た
こ
と

を
知
5
D
で
あ

5
。

突
は
、
順
序
と
し
て
、

) 

一
九
二

O
一
年
商
締
法
に
依
り

官
有
中
古
胎
(
職
時
急
措
冊
)
鹿
分
の
楠
能
を
賦
奥
さ
れ
た
合
衆

図
舶
舶
院
が
E
白
樺
能
を
如
何
に
行
使
L
た
か
、
の
調
査
で
あ

る。

E
れ
に
一
依
る
と
、
舶
舶
院
は
営
時
の
郵
便
契
約
般
二
三

O

隻
を
該
契
約
舶
主
に
梯
下
げ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も

法
外
友
安
値
で
あ
っ
た
。
取
得
原
慎
五
一
六
、
一
七
四
、
二
四
e

九
弟
四
入
仙
は
勿
論
帳
簿
償
額
の
六
問
、
九
七
一
一
、
八
九
五
弗

を
も
趨
に
下
廻
っ
て
四
一
、
問
ご
、
六
六
五
弗
一

O
仙
D
安

値
で
(
即
ち
原
慎
目
前
九
O
パ
ア
セ

ν
ト
を
落
L
c
v
梯
下
げ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、

E
白
勢
合
、
羽
詰
姑
舶
は
決
し
て
減
慣
D

堂
土
放
任
せ
ら
れ
で
あ
っ
た
白
で
は
左
く
、
政
府

O
E額
の
経

費
に
於
い
で
踊
舶
院
白
手
で
所
要
の
修
繕
を
怠
ら
や
に
受
け
て

J
F
7
E
9
郵
務
鴨
盛
田

ι

海
運
調
査
報
告

げ

慌 ゐ
至た
極の
りで
己あ
と り
な、

の従
でつ
あて
つ、
?と古、
。ゃ

う
た
安
値
の
械
下
は
金
〈
奇

こ
れ
ち
梯
下
舶
舶
は
謂
は
ゆ
る
限
定
航
路
(
見
込
周
囲

a
a
e

E-E)
陀
就
航
じ
た
。
郎
ち
、
梯
τu
に
営
っ
て
船
舶
院
は
沸
下

社
降
、

船
引
取
船
主
と
噛
定
の
契
約
を
締
結
し
、
向
五
五
ヶ
年
間
は
同

一
航
路
点
従
事
す
る
他
の
如
何
白
石
崎
主
に
も
執
し
て
己
白
や

ろ
な
安
債
悌
下
に
は
際
じ
た
い
と
云
ふ
保
障
を
矯
し
た
の
で
あ

っ
て
、
E
れ
陀
針
し
で
、
結
主
側
は
同
期
間
専
ち
営
該
航
路
の

-
経
費

r従
事
す
べ
き
旨
を
碓
約
し
、

E
れ
が
完
杢
た
蔵
行
D
た

め
供
託
金
と
し
て
」
一
、
五

0
0
、
0
0
0弗
の
預
入
を
矯
し
た

白
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
郵
便
契
約
舶
主
は
金
〈
三
束
三
文
の
安

値
で
航
舶
の
梯
下
に
参
加
向
来
た
上
こ
れ
が
運
航
に
蛍
っ
て
更

に
他
。
般
主
と
の
競
争
か
ら
保
障
さ
れ
か
と
云
ふ
二
重
の
忠
典

に
浴
L
P
hゐ
た
わ
砂
で
る
る
。
従
っ
て
、
彼
等
は
首
叫
掛
か
う
し

た
手
厚
い
恩
典
に
興
ぬ
ん
と
し
て
郵
便
契
約
獲
得
の
た
め
に
躍

起
と
な
り
有
ら
ゆ
る
千
段
を
捧
ん
で
奔
走
E
れ
努
め
た
も
の
で

己
E
K
種
々
忌
し
い
醜
聞
事
件
が
成
立
し
た
の
で
あ

( 

ー
) 

あ
守
て
、

第
五
十
丸
巻

樺
主
醸

E
五

年8月15日「米大統領自回選準備」を参問。



与
ア
f
w
'
郵
務
総
量
。
樺
謹
調
査
報
告

る
。
本
報
告
書
ほ
と
の
聞
の
事
情
を
簡
潔
乍
ち
次
の
如
ぐ
興
味

第
五
十
九
容

帯
主
規

豆
大

す
る
よ
う
に
定
品
ら
れ
た
。
従
つ
で
、
愈
ミ
行
は
れ
る
入
札

e
は
晴
ん

E
例
汗
な
f
、
一
つ
の
航
路
に
た
だ
一
人
白
入
杭
者
し
か
現
れ
て
琳

ず
、
札
は
常
に
常
局
宏
由
民
ナ
る
入
札
者
に
落
ち
て
行
っ
た
占

深
ぐ
衝
い
て
ゐ
る
。
一

「
一
丸
二
八
年
の
商
脚
法
が
趨
温
宇
る
宇
否
や
、
趨
航
者
白
う
ち

e

-
も
特
に
ζ

れ
ま

σ
一
定
航
路
に
従
事
し
で
ゐ
た
も
白
、
就
中
、
航
路
補

曲
契
約
目
下
に
醐
舶
院
恥

B
醐
舶
申
抑
下
を
受
け
て
ゐ
た
者
は
郵
悼
契

約
に
有

p
っ
品
ラ
ム
』
盛
ん
に
努
力
し
た
匂

ξ
ζ

ろ

c
、
こ
の
場
告
、
妙

、
な
と
と
に
位
、
醐
舶
院
か
ら
舶
を
買
入
れ
て
排
他
的
航
路
を
担
聾
し
て

ゐ
た
者
は
一
人
残
ら
ず
郵
便
費
約
に
有
り
つ
げ
た
。
‘
彼
等
は
、

E
引

v
d

-

一

「

或

る

揚

合

に

は

、

郵

便

契

約

が

手

に

入

る

左

も
み
な
、
既
に
舶
舶
院
と
確
P
し
た
協
定
を
結
目
、
五
年
以
土
常
設
防
司
一

設
航
路

K
抑
下
舶
を
運
航
さ
?
と
一
耳
ふ
約
定
を
併
託
金
安
で
出
し
て
精
一
ら
ぽ
官
有
舶
を
買
取
ら

5
主
云
ム
附
帯
費
約
を
あ
か
ち
さ
士
に

び、

L
品
も
、
法
律
が
許
ナ
限
り
の
最
高
運
賃
を
と
る
こ
主
面
市
部
た
。
↑
附
け
で
ゐ
る
者
も
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年
二
月
一
一
一
日
に
成
立

即
ち
、

ζ

れ
に
依
り
二
重
白
恩
恵
に
裕
す
る
と
と
に
な
る
白

e
あ
っ
一

一
.
し
た
契
拘
の
如
き
と
れ
で
あ
う
で
)
郵
便
契
約
が
附
帯
し
左
け
丸

で、

r今
し

で

彼

等

に

郵

便

契

約

を

許

興

ナ

る

晶

要

が

あ

っ

た

の

か

、

↑

自

営

周

回

し

た

と

と

は

今

、

了

解

に

苦

し

む

。

一

れ

ば

到

底

買

手

の

つ

h
ね
晶
、
号
左
触
が
引
取
ら
れ
て
行
っ
た
。

J

郵
恒
航
詮
契
約

ι手
に
入
札
墨
た
め
に
こ
れ
b
白
撃
で
お
時
っ
た
手
一
梯
下
舶
の
値
段
段
僅
陀
二
、
五

0
0、
0
0
0弗
で

し

か

た

か

醐

段
と
い
ふ
白
は
、
先
づ
自
分
た
ち
の
代
表
暑
を
郵
務
省
と
舶
舶
院
ー
に
一
っ
た
の
に
封
七
て
営
一
夜
一
部
使
契
約
の
報
償
金
は
骨
に
二
七
、

ι
醐

棋
遣
し
で
部
揖
省
首
局
を
動
h
し

、

愛

車

市

港

に

至

る

ま

で

ナ

ペ

で

自

余

一

カ

た
ち
由
民
設
航
路
と
同
一
白
航
路
を
『
郵
便
航
路
』
主
帯
し
て
仕
向
け
‘
↑

0
0、

0
0
0弗
陀
苫
へ
上
っ
て
ゐ
た
か
ち
で
あ
る
。
」
か
〈
川

Z
E
Z
ふ
方
法
で
寄
っ
た
C

成
る
程
、

λ
札
前
に
は
必
ず
気
骨
が
行
は
一

τは
、
勢
ひ
、
~
す
べ
て
が
間
取
引
化
吐
ぎ
る
を
得
た
か
っ
た
。
ァ
も

〆
れ
た
が
、
E
札
口
一
庁
の
形
式
に
と
E
え
た

J
田
内
容
は
就
航
講
一
「
一
九
二
八
年
商
船
訟
の
規
定

Z
2占
、
郵
便
契
約
に
闘
す
一

・
就
役
醐
型
・
所
要
航
海
時
間
負
等
々
い
づ
札
も
例
井
な
〈
郵
務
省
や
-

船
舶
院
白
晶
尻
す
る
期
主
一
た
ち
に
都
骨
2
f定
品
ら
れ
、
し
か
も
ま
た
+
る
商
議
は
す
べ
て
政
府
営
局
官
吏
と
と
れ
を
鋳
す
ぺ
〈
、
営
局
v

佐

時
ん

r例
外
な
〈
桂
律
の
許
ナ
最
高
運
賃
坦
彼
轄
に
郵
便
契
約
が
帯
札
一
官
吏
は
と
れ
を
一
般
競
争
入
札
に
附
寸
る
己
と
に
た
っ
て
ゐ
た

ι
も曹三



ろ
てT

あ
ら
う

成
品

程

相
級
事
業
e 
E 
~， 

も
の
は
正
確¥
日
つ

の
で
あ
る
が
、
事
寅
ほ
E
れ
に
反
し
、
す
べ
て
が
括
的
取
引
に

移
軒
し
た
む
公
告
。
如
昔
会
〈
た
だ
の
形
式
的
去
も
の
に
過
交
綴
密
に
は
行
ひ
難
い
仕
事
で
は
あ
ら
う
。
併
し
、
そ
れ
に
じ
て

た
か
っ
た
。
」
事
賞
、
前
郵
務
綿
監
ブ
、
ラ
ウ
ン
(
者
岳
写
】

W
E
i
r
も
前
政
府
の
下
に
行
は
れ
た
か
う
し
た
崎
級
事
業
の
校
縦
左
右

白
身
、
競
争
入
札
規
定
庁
或
る
も
の
は
費
税
不
可
能
を
強
ひ
一
れ
に
恭
〈
報
償
金
制
度
の
放
漫
と
は
政
出
M
S共
費
全
数
百
高
弗

る
も
の
で
あ
る
と
会
言
し
て
樺
ら
中
、
議
員
カ
ア
デ
ィ

y
グ
を
閲
か
ら
関
陀
葬
っ
た
と
云
ふ
非
難
を
兎
れ
る
と
と
は
向
采
左

京
且
百
也
の
質
問
に
際
へ
「
昨
年
三
月
四
日
以
来
一
般
入
札
の
方

-
U
 

法
ほ
賀
行
し
て
屑
ち
た
い
」
と
告
白
し
て
ゐ
る
仕
末
で
あ
る
。

郵
便
契
約
舶
申
誼
格
性
の
規
準
た
る
精
級
に
し
て

も
、
営
局
は
殆
ん
ゼ
と
あ
規
定
を
守
っ
て
一
ゐ
詮
い
。
卸
ち
、
綿

畷
数
と
速
力
を
標
準
K
船
級
を
七
階
段
托
分
ち
、
例
へ
ば
そ
の

最
下
級
の
第
七
級
舶
は
速
力
活
常
天
候
一

O
節
綿
噸
数
一
一
、
五

0
0噸
以
比
同
ζ

れ
に
封
ず
る
報
償
額
は
一
哩
一
に
申
告
最
高
一
弗
一
五
O
)

第
六
級
舶
は
速
力
通
常
天
候
一

O
節
線
畷
数
回
、

0
0
0噸
以

上
主
れ
に
劃
ナ
る
報
償
額
は
一
哩
に
つ
き
最
高
二
弗
五
C
V
と
規
定
し

A
P

宅
ゐ
る
り
で
あ
る
が
、
現
に
四
、

0
0
0綿
嚇
未
満
の
舶
舶
多

数
が
第
六
級
舶
の
取
扱
を
受
け
第
七
級
般
と
い
ふ
も
の
は
殆
ん

吉
見
向
し
得
在
い
欣
態
に
あ
る
。
と
れ
は
何
と
し
て
も
話
局
愚

怠
慢
不
誠
貫
に
因
る
も
の
と
言
ふ
ぺ
〈
照
明
の
飴
地
た
き
と
と

、

?
ア

I
，
郵
務
総
監
の
梅
程
調
蒼
報
告
‘

(
問
)• 

一
い
筈
で
あ
る
。

五

か
〈
て
、

一
九
二
八
年
商
般
法
制
定
以
来
郵
便
契
約

一
九
三
四
年
六
月
三

O
日
現
在

報
償
A
R
は
逐
年
檎
加
を
辿
り
、

ま
で
陀
支
附
し
た
額
は
計

一
丸
、
二
五
七
、
七
五
六
弗
大

仙
に
上
り
、
勝
来
た
ほ
一
八
八
、
民
八
三
也
、
判
。
三
弗
六
七
仙

を
要
す
巴
警
で
あ
る
O

〔

俸

{

表

事

関

)

岬

1 表

官計年度i郵便契約報償告

1929年 9，000，000弗
1930 13，000，000 
1931 18，OOO，QuO 
1932 22，000-，000 

1933 26，000，000 
1934 29，000，000 
1935彰) 28，:R50，OOO 
19惚6ホ)r 32，851，954 

f第

前
漣
の
一
如
〈
、

と
の
報
償
金
制
度

は
特
に
オ
メ

H
カ

推定

め商
K 舶
設除
け再
ら建
れの
た4 た

1930年Z月22日下院海運漁業委員骨聴取脅由席上。

F 

、，

ホ)

も
の
で
あ
っ
て
、

も
し
と
れ
忙
車
社
Z
外
闘
の
重
責
封
皮
制
ん
忙
依
る
咽
世
絵
料
を
支

9
7

第
五
十
九
巻

第
五
観

E 
七

• 



，i， 

ア
ア

p
w
'
郵
務
糟
盛
白
梅
甚
調
査
報
骨

一
九
三
四
年
六
月
二
一

O
日
ま
で
に
僅
に

六
、
八

O
一
一
、
四
三
四
弗
九
O
仙
の
少
額
で
足
り
た
筈
で
あ
り
一
品

更
に
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
重
景
品
目
度
制
に
依
っ
た
と
し
て
も
同

イ
期
間
一
五
、
五
三
四
、
五

O
九
弗
一

O
仰
で
賄
へ
た
筈
で
あ
る
。

同
レ
た
と
す
れ
ば
、

主
ゆ
で
、
偲
り
に
い
ま
ア
メ
リ
カ
重
量
封
度
制
笠
怯
っ
た
と
し

て
こ
れ
と
過
去
の
寅
際
支
出
額
一
と
を
比
較
宇
る
と
、
買
に
一

0

0
‘
0
0
0、
0
0
0弗
以
上
の
差
額
を
岡
家
は
契
約
船
主
に
一

給
出
押
し
て
ゐ
る
勘
定
に
在
る
。
し
か
も
た
ほ
、
現
行
契
約
満
了

ま
で
に
己
の
差
領
は
二
六
八
、
。
。
。
、

0
0
0弟
に
遣
す
る

見
込
で
あ
る
H

併
し
、
政
府
ポ
ア
メ
リ
カ
商
紬
隊
再
建
の
た
め
に
補

助
し
た
額
は
決
し
て
か
う

ιた
一
差
矧
だ
け
隠
と

E
ま
ら
た
か
っ

た。

E
D
ゃ
う
左
差
額
は
補
助
金
金
関
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
少

額
陀
過
ぎ
た
か
っ
た
。
一
九
三
四
年
六
月
三
O
日
ま
で
に
合
衆

岡
政
府
が
郵
便
契
約
船
主
に
支
給
叉
ほ
粉
興
し
た
金
制
助
金

ほ
、
吹
町
中
う
も
品
額
に
上
旬
唱
。
(
第
一
一
、
一
三
草
委
照
)

A
七
)

p

し
か
ら
ば
、

E
れ
ら
の
補
助
金
の
支
出
陀
首
っ
た
船

舶
院
の
曾
計
は
左
の
宇
う
た
欣
態
で
あ
っ
た
と
云
ふ
に
、

六
)

殉
9:7，848，マ75.90

表

舶舶(31集)建誼費金貸借

崎舶(41隻)改造資金貸付

世帯
互五
十

九

， .107，593;9即・32-r事
/ 

9，745，181.42 
千二

昔t".

第
五
強

去一

'li 
J¥. 

_. 103，723，247.53 

34，~55，511.68 

..162，139，989.11 

ルーズゲエルト大統領は、 1935年3月4目白J海運政情宣言に於いで、掴常の料
率で支梯ふなら"J'僅に 3，∞0，0∞弗で調むところを年約 30，∞0，団。弗支出して
ゐ ると言ってゐる。，

大

2 事

ー 房
23sH，229.90 

3 

噂

冊納付滞ド補届金l帳簿傾倒より謝引たる額).，. 

郵便遁註補助金(アメ .T重量封皮制を超過せる額)

問童書講話雲(崩事告抗議盟主寝貸)サ

、，

第

010/，...... 計
。

三
四
年
六
月
=
一

O
日
現
在
第
四
表
の
湿
り
で
あ
る
。
因
み
に
、

常
時
費
一
施
中
白
郵
便
-
契
約
に
つ
い
て
は
そ
叫
が
帥
型
地
満
期
に
た

九

8) 



F 

表

舶主臨済分 舶主末商分 1 施満是正消行期す中ま部べで忙聞き重舶量主定の額の

耐舶建遺黄金貸吋勘定 1s540Jobe 85，783，792柑82 27，875，75Z64 
醐舶改誼賞金貸什勘定 4冊，592.10 8，647，187.11 4809，255.53 
醐舶撫下勘定 ~， 084，877 .56 16，935，777.75 14，079，6&1.24 

官十 開 2，178.92 I 111，366 4f:!.764，676.31 

4 第

弗引金 O る
と.を O ま
い四支、で
ふ二給 O 舶
多、!さ O 主
瀬 oI/1-" 0 は
が O る弗約
彼 O 筈もの
等、で遁 'i¥
白 O 結迭 JL
受 O 局報、
取 、O 差償 O

取超
極"過
並立ょ に
v: 紅

海叙る
運上" :b 
補、け
助郵で
金使あ
の契る
支約
給白

陀
闘
し
て
忌
は
し
い
貸
情
を
指

稲…
L
た
郵
務
締
監
は
、
今
度
は
、

郵
便
契
約
自
慌
の
貫
一
施
を
巡
っ

て
行
は
れ
た
般
主
の
食
相
官
極
ま

る
非
行
を
訴
へ
る
の
で
あ
る
ロ

日
〈

-っと舶し
たと障た-，
@ををま士

著主持幸一た練、 7
はる的そ"'....，
' 常 目 健 れ 工
然的長崎..
ことなァ酎
れ L 扱メ舶
がた態リ睦
貨のにカ場、
現で置の f函
さあ E 商廼、

7

ア

l'郵
務
縮
盛
田
梅
担
調
査
報
告

れ
る
で
あ
ら
う
と
と
を
期
待
し
、

E
額
山
部
値
遁
鼓
刑
判
・
儒
唱
の
費
金
貸

付
・
低
廉
な
冊
舶
抑
下
償
額
出
必
ず
ア
メ
リ
カ
阿
醐
除
を
帯
強
に
埠
〈
で

あ
b
う
ー
と
信
じ

r疑
棺
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
の
紐

過
は
金
〈
こ
れ
を
裏
切
。
号
。
最
誼
町
制
査
は
五
額
白
交
什
金
の
う
ち
比
一

較
的
少
額
し
か
海
運
の
健
去
な
建
設
に
用
ひ
ら
れ
で
む
な
い
こ
と
を
明
に

し
て
ゐ
る
。

郵
便
航
設
契
約
は
題
航
者
を
優
遇
し
と
れ
に

E
額
の
補
助
金
主
支
給
し

て
端
た
が
、
こ
れ
ら
は
結
同
に
於
い
て
徒
費
濫
賓
と
な
っ
た
。
契
約
者
の

貨
に
多
扱
は
と
れ
ら
の
交
付
金
・
補
同
脚
金
ー
ー
そ
の
他
者
稽
は
判
で
あ
れ

ー
|
政
府
白
支
給
金
を
駒
山
圭
な
運
航
に
使
用
し
て
ゐ
に
い
。
懲
正
案
棋

は
詮
方
も
な
い
高
い
手
常
を
出
し
て
ロ
ピ
ス
ト
宇
醐
用
代
議
士
を
抱
へ
f
h

居
"
、
役
職
員
に
抑
ふ
俸
給
に
し
て
も
株
主
に
抑
ふ
配
常
に
し
て
も
茜
だ

し
〈
高
申
で
あ
る
。
重
た
、
彼
隼
は
持
株
曾
世
・
謹
航
合
枇
・
獲
清
治
業

務
曾
枇
・
代
覇
防
曾
枇
・
有
役
骨
世
・
修
理
曾
世
一
・
奥
畑
合
枇
・
醐
内
貯

蔵
品
調
達
脅
畦
を
設
立
し
、
こ
れ
ら
に
詮
方
も
な
い
棉
費
を
つ
か
ふ
こ
と
、

に
依
っ
て
補
助
金
を
喰
潰
す
町
で
あ
る
部
、

ζ

れ
は
と
由
積
円
夫
・
々
澗
立

白
身
曾
宇
曾
祉
を
鵡
窃
で
作
旦
ん
が
た
め
で
あ
る
。

彼
等
は
重
た
別
個
に
仔
官
祉
主
し
て
消
岸
航
行
官
枇
を
設
立
し
、
こ
れ

を
認
し
て
非
補
助
白
醐
合
枇
と
巧
に
競
争
し
て
お
る
。
と
れ
ば
明
に
泊
岸

運
航
者
に
封
し
で
郵
便
契
約
ま
た
は
悶
補
助
金
を
許
奥
し
な
い
法
律
的
精

紳
に
反
す
る
。
こ
の
や
ろ
に
じ
て
、
動
百
寓
弗
の
郵
便
補
助
金
は
木
曜
の

使
金
で
あ
る
仲
閥
貿
易
航
路
を
外
れ
ζ

消
岸
貿
易
航
路
に
悪
用
せ
ら
れ

た
。
そ
司
結
果
‘
補
助
金
な

L
T
情
岸
貿
易
に
従
事
ナ
あ
ア
メ
リ
カ
内
同

業
者
止
の
聞
に
現
に
弔
問
な
競
容
を
者
椙

L
O
ワ
畠
る
。
な
陪
甚
だ
し
い

第

五

十

両

容

ぜ

王

丸

“
時

ノ

鋳
宜
鱗



フ
ア

l
，
郵
務
縮
盛
申
海
運
開
査
報
告

場
合
に
は
、
郵
便
契
約
が
商
接
民
間
岸
航
路
運
航
者
に
許
興
さ
れ
た
。
こ

。
場
合
は
、
非
補
助
の
ア
メ

3
ヵ
冊
主
と
不
世
に
競
争
す
る
た
め
に
仔
曾

枇
を
つ
〈
る
と
孟
ふ
股
桂
的
手
続
さ
へ
省
面
さ
れ
た
。

京
止
、
郵
便
契
約
在
一
明
受
け
た
犬
山
醐
主
の
或
る
も
白
は
自
ら
商
工
業
を

替
ん
で
自
貨
建
晶
画
円
た
め
に
郵
便
補
助
舶
を
大
々
的
に
使
用
し
て
ゐ
る
e

撃
た
、
契
約
者
白
う
ち
に
は
、
今
白
今
ま
で
、
仲
園
冊
。
運
航
を
主
要
業

務
&
し
て
ゐ
る
者
も
ゐ
る
。
彼
帯
は
か
〈
で
郵
便
梢
助
金
の
敬
冒
高
弗
圭

闘
々
し
〈
も
作
図
舶
の
運
航
に
費
消
し
つ
つ
あ
る
。

結
局
、
畑
舶
院
と
と
れ
宮
で
白
郵
務
省
の
官
吏
た
ち
が
や
ワ
た
こ
と
は

一
何
か
と
官
へ
ば
、
と
れ
る
限

p
の
嘩
算
を
と
っ
て
而
恥
も
そ
れ
を
一
弗
も

一
曲
目
さ
ず
郵
便
航
誌
契
約
者
に
奥
へ
宍
と
一
千
古
一
審
査
る
e
そ
れ
が
所
期

P
目
的
で
あ
る
耐
舶
改
趨
乃
至
新
誼
に
用
ひ

ι和
よ
ろ
が
用
ひ
ら
れ
ま
い

が
、
一
向
に
構
ふ
こ
と
な
f
遺
り
放
し
に
し
で
居
た
、
と
官
ふ
由
に
寵
き

る一。」(
九
)
か
一
う
し
た
非
行
に
浮
身
を
や
っ
す
郵
便
契
約
船
主
の

財
政
欣
態
は
決
し
て
よ
〈
は
な
か
ワ
た
。
彼
等
は
今
後
左
ほ
二

一
貨
の
船
舶
を
新
造
し
た
け
れ
ば
な
ち
ぬ
己
と
に
在
っ
て
ゐ
た

が
、
費
金
聖
十
分
持
合
せ
た
い
彼
等
忙
は
と
れ
だ
け
の
と
と
す

丸
山
来
泣
い
献
態
で
あ
っ
た
。
己
れ
吉
で
船
舶
院
に
散
々
不
義

迎
を
重
ね
て
ゐ
る
と
と
ろ
を
更
に
己
の
上
営
局
か
ら
融
通
し
て

貰
ほ
在
く
て
は
新
造
船
D
計
聾
は
立
た
友
い
。
少
〈
与
も
と
れ

.‘， 

第
五
十
九
巻

/

a

p

壁一
披

大

O 

い
欽
態
で
あ
る
。

治
討
聾
は
顕
著
に
は
勿
論
曲
り
た
り
忙
も
進
捗
し
さ
う
に
は
た

9) 
10) 

戸



，> 

げ枇二
てに月 E
ゐつ三乙
るいーで
。セ日
で相 m 本
あ営在報
石全秒。昔
が F密郵書
、液便は

結企契ー
論業約九
的分船三
た析主三
教を三年
字遂二

を
事
げ
る
と
、
第
五
表
。
如
〈
、

C
E需
品

】
イ
臣
官
円
。
.
。
如
き
例
外
を
除
昔
、
政
府
、

る最九 J宜
と 高 f喜資
い諦を領
ふ倶ι示は
勘額し金
定。、株
に六政 主
It. 0 府投
るパ抵資

ア営額
セ構 の
ン額/ 寅
ドはj<:
E 金
出 始
め 隊

. 

ぴて金
に持~を
這出要
航す求
費のす
がはる郵
外、揚使
園ア合契
のメに約
そりい舶

れカつ主
ょのも〆が
り造根政
も舶揚府
非費と補伊
常並し助

第

(

一

O
)

に
高
〈
つ
〈
と
云
ふ
己
と
で
あ
る
が
、
か

I台車困政府に

件全型昼
叫叫棚弗|叫叫加O弗

東

|合祉純費産|醐舶帳簿償額

5 

う
し
た
不
利
た
差
額

2
F耳
E
E
)
は
既
に
郵
便
遁
送
料
そ
の
酬
明

。
補
助
金
に
依
っ
て
補
償
さ
れ
て
ゐ
る
響
た
の
で
あ
る
。
成
る

80，~58，000弗

/

一

割
高
で
あ
る
。
舶
舶
昂
の
調
査
に
依
る
と
、
ア
メ
リ
カ
白
遺
締

費
は
、
外
岡
遺
抽
費
を
↓

0
0
.山
ア
セ
ン
ト
と
し
て
、
貨
物
船
ぜ

で
一
六
一
バ
ア
セ
ン
ト
、
旋
客
舶
で
二
二
二
バ
ア
セ

y
ト
、
貨
同
町

‘
客
一
般
で
一
四
三
パ
ア
セ

y
ト
と
云
ふ
割
合
を
示
す
。
併
し
、
政
措」

叫
珊

p

侭
U
市弗A

U
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第

航洋・近掘削主お

、

府
首
局
と
し
て
は
、
既
陀
か
う
し
た
差
額
は
郵
便
契
約
で
十
分

置
を
梯
っ
て
ゐ
る
と
と
る
ヱ
あ
っ
て
、
現
在
ま
で
に
契
約
拙
主

が
硝
舶
の
新
治
並
び
に
球
法
化
支
出
し
た
約
て
五

O
J二
八

O
、

0
0
0弗
の
う
ち
の
約
四
分
の
一
一
一
は
政
府
で
奏
会
を
賄
っ
て
や
一

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
〈
計
算
す
れ
ば
、

.T
ヌ
リ
カ

一
造
船
費
割
高
の
た
め
に
彼
等
が
土
り
多
〈
支
出
し
た
六
四
、
六

一
六
二
一
、

o
ο
0弗
を
超
過
す
る
己
と
五
四
、
六

O
O、
0
0
0

一
弗
と
い
ふ
も
の
を
政
府
は
と
れ
ま
で
支
給
し
て
や
っ
て
ゐ
る
の

τ
で
糸
町
り
、
社
ほ
、
今
後
五
年
乃
五
六
年
以
内
に
更
は
一
八
八
、

八
0
0、
0
0
G弗
を
支
給
す
る
こ
と
に
友
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る。
遊
般
費
だ
け
で
た
〈
運
航
費
に
つ
い
て
も
郵
便
契
約
船
主
は

常
民
自
分
た
ち
が
外
周
納
主
に
比
ペ
て
非
常
に
不
利
な
立
場
陪

あ
る
と
訴
へ
る
。
成
右
程
、
郵
務
省
調
斉
一
民
依
る
と
.
一
九
三

/ 

フ
ア

l
，
郵
務
穂
盛
田
海
運
調
査
報
告

ー
程
、
造
船
費
を
と
っ
て
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
O
そ
れ
は
相
官
に

六
一

静
五
十
九
巻

事
五
掛

--

，11) 

r
f
t
t
f
 



7
ア

1
リ
郵
務
総
監
の
海
運
調
査
報
告

四
年
六
月
三

O
日
ま
で
に
外
洋
郵
便

航
路
陀
従
事
し
た
合
衆
国
舶
二
八
二

隻
に
つ
い
て
見
る
に
、
第
六
表
白
如

〈
で
あ
る
が
、

E

D
揚
合
も
、
手
厚

い
政
府
補
助
の
下
降
あ
る
彼
等
と
し

で
は
交
伺
の
た
い
筈
で
あ
る
。

品

す修 a使し
る盤拡契、
.!:千勢約己

望号守舶 E
E は軸杢依
て賠食健る
一府主 L 

X112料年¥
，年宅間ァ

四問ーのメ
完全員2謹宮リ
O 霊 草 薙 航 カ

鞠持費郵

も忙上五 O
、及廻年 '0
E んつの O
D でて郵弗
主 主 ゐ 二便た
航る i¥ 遁る
費かゾ迭と
臥ら会補 E

拡で六助ろ
竿あ可金を
たる O は
る。 o~ー

や L 0時れ九
、か弗在三

彼
等
船
主
た
ち
の
提
出
し
た
資
料
に

基
い
て
計
算
古
恥
た
も
D
で
あ
る
か

も

100 

萱

表6 停

61 

雌
帝
王
十
丸
品
管

ら
、
過
大
都
領
在
っ
て
居
り
己
そ
す
れ
決
し
て
過
小
評
慣
に
は

第
五
掛

、
六
ニ

た
っ
て
ゐ
左
い
筈
在
の
で
あ
る
。

既
に

r
h
f
の
如
く
、
運
航
費
白
う
ち
俸
給
曲
目
賃
・
4

給
食
衣
料

費
・
舶
舶
維
持
修
繕
費
・
等
の
費
目
は
郵
便
遁
送
料
で
も
っ
て

'2，788.口00

) 

償
ひ
得
る
の
も
あ
り
コ
し
か
る
限
切
、
他
白
運
航
費
目
た
る
燃

料
費
・
臨
時
費
・
消
耗
品
費
・
等
は
素
晴
し
い
利
潤
を
示

f
舎
の

彼
等
白
貨
物
放
客
運
賃
枚
入
か
ら
十
分
賄
へ
る
b
け
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
舶
主
た
ち
の
常
忙
訴
へ
る
内
外
遊
舶
費
建
航
費

差
額
は
極
め
て
誇
張
さ
れ
て
表
現
さ
れ
カ
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

己
れ
を
も
っ
て
郵
一
線
契
約
改
訂
白
理
由
と
ず
る
E
L舌
毛
頭
間

特
巴
て
、
宇
メ
リ
カ
商
時
除
の
国
防
機
能
陀

d

h

て
吟
味
す
る
に
、
最
近
の
建
世
に
か
か
る

h
と
る
の
郵
便
航
路

舶
二
九
隻
の
ほ
か
に

j

将
来
順
調
に
推
移
す
る
と
し
て
オ
ニ
畳
の

新
治
が
行
は
れ
る
と
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
い
ま
、
と
れ
ら
計

五
O
隻
が
全
部
越
道
せ
ら
れ
且
つ
現
在
就
航
中
白
船
舶
が
す
べ

て
引
頼
者
運
航
す
る
え
し
て
、
そ
の
舶
齢
構
成
を
調
べ
て
見
る

と
、
郵
便
契
約
浦
了
時
に
於
い
て
、
船
齢
一
七
年
未
満
白
も
の

来
危
い
巴

( 
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六
五
愛
、
一
七
年
乃
至
一
九
年
の
も
り
一
一
一
一
隻
、

至
一
二
五
年
目
も
の
二
六
八
隻
(
そ
の
大
部
分
は
第
一
舟
世
界
大
職
中

又
は
大
戦
直
後
自
愈
誼
舶
)
と
い
ふ
勘
定
位
注
品
。
従
っ
て
、
船
舶

D
有
数
粧
時
間
生
命
を
一
一
。
年
と
す
る
と
‘
ア
メ
官
カ
商
船
除
白

う
ち
終
消
舶
又
は
梅
軍
補
助
艦
般
と
じ
℃
有
殻
機
能
を
旧
市
す
も

一
七
年
乃

白
ほ
極
〈
少
数
と
い
ふ
と
と
に
た
る
。

〆

も
っ
と
も
、

E
D
ほ
か
最
近
の
改
遁
に
か
か
る
四
一
隻
D
舶

舶
が
あ
る
が
、
山
中
古
改
造
舶
の
生
命
た
る
や
全
〈
首
て
に
た
在

ち
た
い
も
の
で
あ
る
9

事
資
こ
れ
ら
の
船
舶
は
第
一

J

次
世
界
大

戦
首
時
急
逝
せ
ら
れ
て
以
来
何
等
統
一
友
〈
忠
ひ
胎
ひ
に
改
治

'
さ
れ
た
同
〈
つ
き
の
も
白
で
あ
っ
て
、
今
後
五
年
持
っ
か
乃
至

は
一
年
し
か
持
た
む
か
全
ぐ
見
営
が
つ
か
左
い
。
従
っ
て
、
己

れ
ち
に
つ
い
て
は
職
時
閣
官
機
能
は
勘
定
に
入
れ
ぬ
方
が
安
全

で
あ
る
白

一
九
三
四
年
一

O
月
三
日
附
梅
軍
長
官
の
聾
明
に

依
る
と
、
海
軍
補
助
艇
耐
と
し
て
使
用
に
唱
え
る
ア
メ
リ
カ
胎

舶
昨
計
五
八
隻
に
過
ぎ
な
い
由
で
あ
る
。

因
み
に

tタ

事
情
か
く
白
如
〈
、
己
れ
を
諸
外
国
と
比
較
す
る

フ
ア

I

P
郵
務
総
監
O

海
運
翻
査
報
告

( 

一
) 

a最

と
曹
、
合
山
梨
園
商
船
隊
の
陣
容
は

Aτ
諸
に
友
ち
戸
低
位
に
あ

る
。
船
舶
局
の
一
九
三
四
年
六
月
一
一
一

O
日
現
在
白
調
査
に
依
る

と
、
合
衆
闘
の
現
代
式
新
造
船
殊
に
貨
物
舶
の
所
布
割
合
は
目

立
っ
て
小
さ
い
れ
。
一
一
、

0
0
0綿
噸
以
上
舵
齢
一

O
年
未
満
の

貨
客
般
で
は
、
イ
デ
リ
ス
は
合
表
闘
の
約
=
俗
陀
建
ず
る
枯
腹

を
有
し
て
ゐ
字
。
更
に
v

ロ
ッ
ク
海
軍
吹
帰
(
白
向
。
司
肉
o
k
r
p
o
w
)

の
詮
言
陀
依
れ
ば
、
一
寸

0
0
0繍
噸
以
上
結
齢
一
一
O
年
未
満

ー

の
新
造
貨
物
舶
の
所
有
割
合
に
於
い
て
、
金
衆
闘
は
ス
ペ
イ
ン

を
除
〈
他
の
ど
の
海
運
闘
よ
り
も
低
位
に
あ
る
。
合
衆
国
D
九

隻
五
三
、

0
0
0噸
に
射
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
七
三
五
隻
三
P

O 六
勿 O 四
論 0/八
、 R鋼
我、 O
Jそ ノ O
~ 0 
じノレ噸

マ'"
は 1 約

何ほろ
も U
出=倍

外。、
園隻日
商を本
紬算は
隊へ七
D る 四
比由隻
較。m三

研八
究-
t亡 、

本報告書に添付白統計表在参照。

殊
更
興
味
を
有
ず
る
も
の
で
は
た
い
。
我
々
に
主
つ
て
の
重
大

問
題
は
、
一
九
二
八
年
商
防
法
制
定
以
来
数
億
弗
の
豆
資
を
費

し
て
し
か
も
綾
上
の
如
〈
T
メ
リ
カ
現
代
式
新
趨
貨
物
般
除
の

内
容
が
極
め
て
銅
器
々
と
し
で
世
界
所
有
畷
教
の
僅
に
ニ
バ
ア
セ

ン
ト
弱
と
い
ふ
貧
弱
さ
で
し
か
た
〈
、
自
闘
の
外
四
四
貿
易
並
び

13) 

-
12) 

第
五
十
九
巻

第
五
観

六



4‘ 

フ
ア

1
リ
郵
務
綿
監
白
海
運
調
査
報
告

、
に
園
防
に
資
す
る
と
己
る
殆
ん

E
在
い
と
云
ふ
乙
と
応
あ
る
。

〔
ご
ニ
)
最
後
に
結
論
で
あ
る
が
、
有
古
現
政
府
に
し
て
、

先
づ
、
泊
五
泊
営
友
商
船
隊
の
建
設
を
緊
要
と
認
め
る
限
り
、

現
行
機
運
補
幼
金
制
捜
に
決
定
的
薪
新
左
改
革
を
た
ず
要
が
あ

る
。
・
弐
に
、
一
も
し
ア
メ

H
カ
商
般
隊
に
し
て
私
有
制
の
逗
替
を

原
則
と
し
且
つ
相
首
多
額
白
岡
家
補
助
金
を
必
要
と
す
る
限

り
、
紬
主
に
あ
っ
て
は
従
来
以
上
に
多
額
の
自
己
資
金
を
己
れ

、
に
投
下
す
ペ
き
の
み
な
ら
や
、
そ
の
逗
替
を
よ
り
館
率
的
に
導

者
、
政
府
と
白
交
渉
を
一
一
居
公
五
に
行
は
し
な
け
れ
ば
訟
ら
ぬ

0

2

ま
た
、
外
国
貿
易
増
進
の
た
め
商
舶
隊
の
維
持
を
必
要
と
認

め
る
限
担
、
何
よ
り
も
先
位
、
合
衆
国

ρす
ペ
て
の
機
闘
が
一

、
致
協
力
し
で
貿
易
航
路
白
綿
密
注
調
査
を
行
ひ
、
大
し
て
必
要

で
た
い
補
助
航
路
を
有
ワ
が
如
き
無
駄
は
己
れ
を
避
け
る
し
、

た
と
へ
‘
蛍
該
航
路
が
貿
易
上
必
要
と
し
て
も
を
の
航
協
同
敢
に

は
十
分
検
討
が
加
へ
ら
れ
て
然
る
ベ
〈
従
来
の
如
千
無
暗
と
頻

繁
で
あ
っ
て
は
た
ら
ね
。

と
り
b
け
、
鑓
舶
計
聾
白
貫
現
は
緊
急
を
要
す
る
。
外
園
貿

易
並
び
に
図
防
に
費
す
る
快
漣
優
秀
舶
の
合
衆
国
所
有
割
合
が

、

備
五
十
九
容

第
五
漉

アて

四

椅
め
モ
貧
弱
で
あ
る
と
と
は
明
々
白
々
の
事
責
で
あ
る
。
就

中
、
海
軍
補
助
艦
船
と
し
て
就
役
し
得
る
般
舶
白
翠
々
た
る
は

悲
し
む
べ
き
欣
鵡
陀
あ
る
。
就
で
は
、
政
府
と
し
て
は
民
間
船

主
と
誼
舶
補
助
契
約
を
取
極
め
る
に
営
っ
て
、
一
日
朝
有
事
D
際

己
れ
を
何
時
た
b
と
も
取
得
原
債
か
ら
減
債
を
差
引
い
た
償
額

で
引
取
り
得
る
槽
能
を
留
保
し
誼
〈
必
要
が
あ
る
。

己
れ
に
つ
い
て
問
題
は
在
る
D
は
、
航
洋
郵
便
契
約
船
主
。

予

う
ち
に
外
園
舶
を
運
航
し
た
り
ま
た
ア
メ
、
り
カ
海
運
と
競
争
関

係
に
あ
る
外
岡
船
主
の
代
一
理
屈
を

ιた
一
り
す
る
者
が
一

O
枇
以

上
も
る
る
と
一
式
ふ
己
ム
」
で
あ
っ
で
、
と
れ
で
は
、
ま
る
で
、
政

府
は
外
岡
般
の
運
航
者
叉
は
そ
白
代
組
底
に
態
々
補
助
金
を
出

し
て
ゐ
る
や
う
左
も
の
で
買
に
ア
メ
リ
カ
海
運
D
稜
遣
を
期
す

る
と
と
に
は
た
ら
な
い
。

た
ほ
、
雨
岸
航
路
叉
は
沿
岸
航
路
船
主
忙
し
て
岡
家
の
補
助

金
を
仰
い
で
ゐ
る
者
は
然
ら
ざ
る
非
補
助
白
他
の
ア
メ
リ
カ
同

議
船
主
と
競
争
し
て
は
注
ら
ぬ
規
定
陀
た
っ
て
ゐ
る
の
に
、
事

責
は
杢
〈
己
れ
に
相
濯
し
、
航
洋
郵
便
契
約
舶
主
の
多
数
し
か

ι大
舶
主
が
あ
れ
E
れ
の
手
法
を
%
か
つ
て
政
府
官
吏
に
執
成



し
E
翻
の
柿
助
金
を
稼
い
で
居
り
、
中
ノ
比
佐
事
賃
上
一
専
ら
雨
岸

航
路
の
絞
帯
山
花
従
事

L
つ
つ
仰
と
そ
O
航
路
の
一
部
を
形
ば
か

り
外
凶
批
由
民
接
働
せ
し
め
る
と
と
陀
依
っ
て
郵
便
契
約
の
恩
典

に
円
治
し
て
ゐ
る
者
さ
へ
あ
る
欺
態
を
見
る
。
・
勿
論
、
か
う
し
た

よ
小
公
平
は
許
容
さ
る
べ
苦
で
・
泣
い
。
制
助
航
路
陀
従
事
す
る
舶

主
は
す
べ
て
同
等
の
待
遇
を
受
凶
り
る
べ
き
ぜ
少
数
白
柚
主
が
特

に
よ
り
多
〈
の
思
惑
に
興
る
ん
」
云
ム
己
と
が
あ
っ
て
は
た
ち
た

い
。
政
策
又
は
法
俸
の
改
正
に
憎
つ
で
も
常
忙
す
べ
て
心
/
川
町
主

陀
』
様
に
保
議
又
は
恩
恵
を
興
へ
呂
よ
ろ
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
た

ら
ぬ
。郵

便
契
約
そ
白
他
の
形
式
を
過
し
て
政
府
補
助
金
を
亨
受
し

で
ゐ
b
借
主
の
う
ち
に
は
、
全
く
沈
没
た
艇
替
を
L
て
ゐ
'
る
者

が
あ
る
。
彼
等
は
普
通
で
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
程
に
多
制
喧
J

常

・
俸
給
・
配
世
主
支
梯
っ
て
ゐ
る
一
方
守
殊
更
に
柿
助
金
稼
ぎ

を
目
的
v
と
す
る
器
具
府
・
代
別
川
底
・
等
O
傍
系
商
社
を
設
中
止
す

る
と
と
陀
依
っ
て
柿
助
令
伝
典
。
得
泣
い
同
業
者
を
作
さ
う
と

れ
計
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
非
常
忙
多
額
の
経
費
を
要
す
る
持
株
台

h

枇
を
設
立
し
た
り
或
ひ
は
自
ら
他
の
か
か
る
持
株
合
枇
の
傘
下

フ
ア
咽

'
M
郵
務
融
監
岨
海
運
剖
査
報
告

， 

¥ 

忙
入
っ
た
り
し
て
ゐ
る
者
も
ゐ
る
。
政
附
か
ち
制
助
金
を
仰
ぐ
j
F

舶
主
は
如
何
な
る
者
た
り
と
雌
も
そ
の
資
廃
止
肌
態
を
胡
魔
化
す

た
め
比
他
白
合
枇
を
設
立
し
た
り
己
れ
と
結
託

L
た
り
し
て
は

可
友
ら
な
い
。

E
れ
で
は
金
〈
柿
助
金
制
定
の
所
期
の
目
的
に
反

ず
る
己
と
陀
た
る
。
上
つ
市
岡
今
後
ほ
か
う
じ
是
非
行
を
防
止

一
す
る
た
め
、
嚇
主
主

ιて
宜
し
〈
↑
定
の
合
計
帳
簿
世
悼
式
を
使

用
せ
し
め
定
期
的
に
所
管
官
府
に
資
産
欣
態
並
び
陀
替
業
成
績

を
報
告
せ
し
め
る
と
同
時
忙
、
所
管
官
胞
に
あ
っ
て
は
随
時
必

/
 要

忙
膝
じ
で
営
該
叫
問
主
文
は
そ
D
閲
係
合
枇
の
帳
簿
そ
の
他
。

書
類
を
f

挽
珂
し
得
る
vc
云
ム
仕
組
を
己
採
る
べ
き
で
・
あ
る
。

--
一

以
上
が
本
分
献
の
犬
憾
の
内
容
で
あ
る
る
。

第
一
弐
世
界
大
戦
後
の
ア
メ

F
カ
海
遇
政
策
陀
閲
し
て
人
々

は
常
忙
を
の
消
極
性
無
閥
系
性
を
ニ
豆
、
々

τる
け
れ
ど
も
、
そ
の

賢
慨
を
配

ι〈
把
撞
し
て
ゐ
る
揚
合
は
意
外
陀
少
い
。
己
の
騎

忙
在
る
と
、
ジ
正

1
ス
の
「
了
、
メ
リ
カ
海
運
政
ー
策
」
は
謂
は
ゆ

る
「
推
進
園
間
」
陀
謝
す
る
抽
慌
の
犀
利
友
分
析
を
過
し
て
相
首
J

の
成
功
を
収
め
て
ぬ
る
。
と
と
る
で
も
波
の
研
究
の
後
半
に
於

• 

第
五
十
九
巻

第
五
腕

六
五

、



ノ

フア
l

リ
郵
務
線
置
の
悔
極
閥
査
報
背

主
い
て
特
民
我
々
が
こ
の
感
を
深
う
す
る
所
以
は
、
彼
が
船
舶
院

又
は
航
洋
郵
便
契
約
制
度
の
五
慌
を
筒
昔
と
め
る
己
と
陀
依
つ

戸、

て
ア
メ

H
カ
協
理
政
策
の
性
格
匙
表
明
し
ょ

5
、
と
し
て
ゐ
る
と

と
で
あ
る
が
、
己

D
場
合
彼
が
特
忙
負
ふ
と
と
る
多
い
白
は
、

と
と
忙
私
の
紹
介
し
た
「
フ
ァ

l
H
郵
務
総
監
D
海
運
調
古
賀
報

一
昔
」
で
あ
る
。
資
際
、
第
一
安
世
界
大
戦
後
の
ア
メ

H
丸
御
運

政
策
は
船
舶
院
と
そ
れ
や
一
巡
る
在
宅
局
員

3mg
の
裏
配
史

に
ま
で
及
ぶ
ゃ
う
た
資
酬
四
分
析
左
〈
し
て
は
、
何
も
の
も
捌
む

と
と
を
制
作
な
い
。

J
y
ウ
グ
ス
タ
ッ
ド
や
ス
ミ
ス
・
ペ
ッ
タ
1

1

め
た
り
の
要
質
的
文
献
を
頼
っ
て
ゐ
て
は
単
た
る
表
両
的
経
紳

L
か
鋭
ふ
と
と
を
得
た
い
。
か
与
し
た
意
味
か
ち
言
つ
で
も
、
一

我
々
は
木
報
昔
世
田
が
ア
メ
リ
カ
海
運
政
策
研
究

K
有
す
る
憤
値

を
商
〈
評
慣
し
た
〈
て
は
た
ら
な
い
。
併
し
、
我
々
と
し
て
は

車
ー
に
と
の
故
陀
の
み
本
文
献
骨
取
L
L
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
ぞ

れ
の
果
し
た
政
治
的
殺
巣
に
己
そ
上

J
粛
乳
友
意
義
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
。
と
の
こ
と
阪
に
述
べ
た
・
と
と
ろ
な
る
を
も
っ
て

再
び
繰
返
さ
た
い
が
、
要
す
る
忙
汁
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
犬
統
仰
、

を
し
て
世
界
抗
議
人
事
っ
て
白
噺
突
の
的
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ

、

億
五
十
九
魯

六

六

第
五
挽

梅
蓮
政
策
健
制
在
敢
然
判
同
さ
し
た
彼
陀
と
っ
て
白
基
礎
資
料

む
一
つ
が
本
報
告
書
一
た
の
で
あ
る
。

線
上
白
意
味
に
於
い
て
、
樹
め
℃
重
要
し
な
費
料
で
め
り
乍
ら

案
外
甚
だ
し
〈
宥
遇
さ
れ
て
ゐ
る
本
報
告
書
を
と
と
に
紹
介
し

た
弐
第
で
あ
る
。
町
昭
和
二
十
年
こ
月
)
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